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29 杉並区立公園条例の一部を改正する条例

30 杉並区立自転車駐車場条例の一部を改正する条例

31 杉並区プールの衛生管理等に関する条例等の一部を改正する条例

32 杉並区空家等対策協議会条例の一部を改正する条例



杉並区立公園条例の一部を改正する条例を公布する。

令和５年１０月１６日

杉並区長 岸 本 聡 子

杉並区条例第２９号

杉並区立公園条例の一部を改正する条例

第１条 杉並区立公園条例（昭和５１年杉並区条例第２７号）の一部を次のように

改正する。

第１２条第１項中「占用する者」の次に「（第２１条の７に規定する指定管理

者から物件を設けない占用の許可を受けて占用する者を除く。）」を加える。

第１７条第１項中「別表第５」を「別表第６」に改める。

第２１条第１項中「第２１条の７第２号」を「第２１条の７第１号の規定によ

る許可又は同条第３号」に改める。

第２１条の７第４号中「前３号」を「前各号」に改め、同号を同条第５号とし、

同条中第３号を第４号とし、第２号を第３号とし、第１号を第２号とし、同号の

前に次の１号を加える。

(１) 第１１条の規定により、物件を設けない占用を許可すること及び都市公

園の管理のため必要な範囲内でその許可に条件を付すること。

第２１条の９第２項中「有料施設」を「都市公園」に、「において、」を「に

おいて区長が定める占用料を徴収し、及び別表第６に定める額の範囲内におい

て」に改め、同条第３項を次のように改める。

３ 前項の場合における同項の占用料及び使用料の徴収方法は、規則の定めると

ころによる。

第２１条の１３第５項中「指定管理者が」の次に「物件を設けない占用を許可

し、利用料金を収受する場合又は」を加え、同項を同条第７項とし、同条第４項

を同条第６項とし、同条第３項中「前２項」を「前各項」に改め、同項を同条第

５項とし、同条第２項中「別表第５」を「別表第６」に改め、同項を同条第４項

とし、同条第１項中「別表第５」を「別表第６」に改め、同項を同条第３項とし、



同条に第１項及び第２項として次の２項を加える。

指定管理者から物件を設けない占用の許可を受けた者は、指定管理者に利用

料金を納付しなければならない。

２ 前項の物件を設けない占用に係る利用料金は、別表第５のとおりとする。

別表第１中

「
杉並区立阿佐谷北児童遊園 杉並区阿佐谷北一丁目１１番３号

を
杉並区立西田第二児童遊園 杉並区荻窪一丁目５７番３３号

」

「
杉並区立阿佐谷北児童遊園 杉並区阿佐谷北一丁目１１番３号 に

」

改める。

別表第４（１）を次のように改める。

(１) 茶室

名称 使用料

午前（午前９時から 午後（午後１時から 延長使用料

正午まで） 午後５時まで）

柏の宮公園茶室 ４，２００円 ５，７００円 １，０００円
かし

付記 午前及び午後を引き続き使用する場合に限り、管理上支障がないときは、その中間時間の使用

を承認し、この場合の使用料は、表に掲げる延長使用料を徴収する。

別表第５を削り、別表第４の次に次の２表を加える。

別表第５ 物件を設けない占用に係る利用料金（第２１条の９、第２１条の１３

関係）

種別 単位 金額

写真撮影のための臨時的な占用 １時間 １，９１２円

ロケーション 同 １６，８７５円

その他の占用 競技会、集会 １平方メートル、１日 ４５円

前記以外の場合 同、同 ４５円

付記 面積が１平方メートルに満たない端数は、１平方メートルとみなす。

別表第６ 有料施設の利用料金（第２１条の９、第２１条の１３関係）

名称 利用料金



午前（午前９時から 午後（午後１時から 延長利用料金

正午まで） 午後５時まで）

大田黒公園茶室 ２，４００円 ３，２００円 ６００円

角川庭園茶室 ５００円 ７００円 １００円

角川庭園詩歌室１ １，０００円 １，４００円 ４００円

角川庭園詩歌室２ ７００円 ９００円 １００円

付記

１ 大田黒公園茶室又は角川庭園茶室の午前及び午後を引き続き使用する場合に限り、管理上支障が

ないときは、その中間時間の使用を承認し、この場合の利用料金は、表に掲げる延長利用料金を収

受する。

２ 角川庭園詩歌室を使用する場合において、使用時間を延長して午前及び午後の中間時間を使用す

るときは、管理上支障がない限り使用を承認し、この場合の利用料金は、表に掲げる延長利用料金

を収受する。

第２条 杉並区立公園条例の一部を次のように改正する。

第１７条第１項及び第２１条の９第２項中「別表第６」の次に「又は別表第

７」を加える。

第２１条の１３第３項中「以下この条」を「次項」に改め、同条第７項中「有

料施設」の次に「（別表第６又は別表第７に規定する施設に限る。）」を加え、

同項を同条第８項とし、同条中第６項を第７項とし、第５項を第６項とし、第４

項の次に次の１項を加える。

５ 有料施設（別表第７に規定する施設に限る。）を観覧しようとする者は、同

表に定める額の範囲内において、あらかじめ区長の承認を得て、指定管理者が

定める利用料金を納付しなければならない。

別表第２中

「
売店等（移動販売車） 同、１日 １，５００円 を

」

「
売店等（移動販売車） 同、１日 １，５００円

売店等（荻外荘公園） 売店等１ １か所、１月 ９，５００円
てき

に
売店等２ 同、同 ６，５００円

売店等３ 同、同 １９，０００円

」

改める。



別表第６中

「
角川庭園詩歌室２ ７００円 ９００円 １００円 を

」

「
角川庭園詩歌室２ ７００円 ９００円 １００円

荻外荘公園和室１ ８００円 １，１００円 ２００円

に
荻外荘公園和室２ ７００円 ９００円 １００円

荻外荘公園和室３ ３００円 ４００円 １００円

」

改め、同表付記１中「又は角川庭園茶室」を「、角川庭園茶室又は荻外荘公園和

室」に改める。

別表第６の次に次の１表を加える。

別表第７ 有料施設の利用料金の限度額（第２１条の９、第２１条の１３関係）

名称 種別 利用料金

単位 金額

荻外荘公園 荻外荘 観覧券 １人、１日 一般 ３００円

小・中学生 １５０円

定期観覧券 １人、１年 一般 １，２００円

小・中学生 ６００円

付記 「一般」とは、小・中学生以外の者をいう。ただし、学齢に達しない者を除く。

附 則

１ この条例は、令和６年４月１日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定

は、当該各号に定める日から施行する。

(１) 附則第４項の規定 公布の日

(２) 第１条中杉並区立公園条例別表第１の改正規定 令和５年１２月１日

(３) 第２条並びに附則第５項及び第６項の規定 公布の日から起算して１年６

月を超えない範囲内において規則で定める日

２ この条例の施行の日前に区長に対して行われた杉並区立大田黒公園及び杉並区

立角川庭園における物件を設けない占用（第１条の規定による改正後の杉並区立



公園条例別表第５に規定するものに限る。以下同じ。）の申請その他の行為又は

区長が行った当該公園における物件を設けない占用の許可その他の行為は、それ

ぞれ指定管理者に対して行われたもの又は指定管理者が行ったものとみなす。

３ この条例の施行の日前に区長に対して行われた第１条の規定による改正後の杉

並区立公園条例別表第６に規定する角川庭園茶室、角川庭園詩歌室１及び角川庭

園詩歌室２の使用の申請その他の行為又は区長が行った当該施設の使用の承認そ

の他の行為は、それぞれ指定管理者に対して行われたもの又は指定管理者が行っ

たものとみなす。

４ 第２条の規定による改正後の杉並区立公園条例別表第６に規定する荻外荘公園
てき

和室１、荻外荘公園和室２及び荻外荘公園和室３の使用の承認その他の附則第１

項第３号に掲げる規定の施行の日以後の使用に関し必要な行為は、同日前におい

ても行うことができる。

５ 附則第１項第３号に掲げる規定の施行の日前に区長に対して行われた杉並区立

荻外荘公園における物件を設けない占用の申請その他の行為又は区長が行った当

該公園における物件を設けない占用の許可その他の行為は、それぞれ指定管理者

に対して行われたもの又は指定管理者が行ったものとみなす。

６ 附則第１項第３号に掲げる規定の施行の日前に区長に対して行われた第２条の

規定による改正後の杉並区立公園条例別表第６に規定する荻外荘公園和室１、荻

外荘公園和室２及び荻外荘公園和室３の使用の申請その他の行為又は区長が行っ

た当該施設の使用の承認その他の行為は、それぞれ指定管理者に対して行われた

もの又は指定管理者が行ったものとみなす。
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杉並区立公園条例の一部を改正する条例新旧対照表（抄）

第１条による改正（杉並区立公園条例の一部改正）

新 条 例 旧 条 例

（占用料） （占用料）

第１２条 都市公園を占用する者（第２ 第１２条 都市公園を占用する者

１条の７に規定する指定管理者から物

件を設けない占用の許可を受けて占用

する者を除く。）からは、別表第３に からは、別表第３に

定める占用料を徴収する。 定める占用料を徴収する。

２ 略 ２ 略

（有料施設の使用料） （有料施設の使用料）

第１７条 有料施設（別表第６に規定す 第１７条 有料施設（別表第５に規定す

る施設を除く。）の使用料は、別表第 る施設を除く。）の使用料は、別表第

４のとおりとする。 ４のとおりとする。

２ 略 ２ 略

（監督処分） （監督処分）

第２１条 区長は、次の各号のいずれか 第２１条 区長は、次の各号のいずれか

に該当する者に対して、この章の規定 に該当する者に対して、この章の規定

によつてした許可若しくは承認（第２ によつてした許可若しくは承認（第２

１条の７第１号の規定による許可又は １条の７第２号

同条第３号の規定による承認を含む。 の規定による承認を含む。

以下この条において同じ。）を取り消 以下この条において同じ。）を取り消

し、その効力を停止し若しくはその条 し、その効力を停止し若しくはその条

件を変更し、又は行為の中止、都市公 件を変更し、又は行為の中止、都市公

園を原状に回復すること若しくは都市 園を原状に回復すること若しくは都市

公園から退去することを命ずることが 公園から退去することを命ずることが

できる。 できる。

資 料 １
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(１)～(３) 略 (１)～(３) 略

２ 略 ２ 略

（指定管理者による管理） （指定管理者による管理）

第２１条の７ 区長は、都市公園の設置 第２１条の７ 区長は、都市公園の設置

の目的を効果的に達成するため必要が の目的を効果的に達成するため必要が

あると認めるときは、法人その他の団 あると認めるときは、法人その他の団

体であつて区長が指定するもの（以下 体であつて区長が指定するもの（以下

「指定管理者」という。）に、都市公 「指定管理者」という。）に、都市公

園の管理の業務のうち次に掲げるもの 園の管理の業務のうち次に掲げるもの

（以下「管理の業務」という。）を行 （以下「管理の業務」という。）を行

わせることができる。 わせることができる。

(１) 第１１条の規定により、物件を

設けない占用を許可すること及び都

市公園の管理のため必要な範囲内で

その許可に条件を付すること。

(２) 略 (１) 略

(３) 略 (２) 略

(４) 略 (３) 略

(５) 前各号に掲げるもののほか、区 (４) 前３号に掲げるもののほか、区

長が必要と認める業務 長が必要と認める業務

（指定管理者の指定の取消し等） （指定管理者の指定の取消し等）

第２１条の９ 略 第２１条の９ 略

２ 前項の規定により指定管理者の指定 ２ 前項の規定により指定管理者の指定

を取り消し、又は期間を定めて管理の を取り消し、又は期間を定めて管理の

業務の全部若しくは一部（利用料金の 業務の全部若しくは一部（利用料金の

収受を含む場合に限る。）の停止を命 収受を含む場合に限る。）の停止を命

じた場合等で、区長が臨時に都市公園 じた場合等で、区長が臨時に有料施設

の管理運営を行うときに限り、新たに の管理運営を行うときに限り、新たに

指定管理者を指定し、又は当該停止の 指定管理者を指定し、又は当該停止の
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資 料 １

期間が終了するまでの間、区長は、別 期間が終了するまでの間、区長は、別

表第５に定める額の範囲内において区 表第５に定める額の範囲内において、

長が定める占用料を徴収し、及び別表

第６に定める額の範囲内において区長 区長

が定める使用料を徴収する。 が定める使用料を徴収する。

３ 前項の場合における同項の占用料及 ３ 前項の場合における第１７条の規定

び使用料の徴収方法は、規則の定める の適用については、同条第１項中「別

ところによる。 表第５」とあるのは「別表第４」と、

「除く」とあるのは「除く。次項にお

いて同じ」と、「別表第４」とあるの

は「別表第５」と読み替えるものとす

る。

（利用料金等） （利用料金等）

第２１条の１３ 指定管理者から物件を 第２１条の１３

設けない占用の許可を受けた者は、指

定管理者に利用料金を納付しなければ

ならない。

２ 前項の物件を設けない占用に係る利

用料金は、別表第５のとおりとする。

３ 有料施設（別表第６に規定する施設 有料施設（別表第５に規定する施設

に限る。以下この条において同じ。） に限る。以下この条において同じ。）

に係る使用の承認を受けた者は、指定 に係る使用の承認を受けた者は、指定

管理者に利用料金を納付しなければな 管理者に利用料金を納付しなければな

らない。 らない。

４ 有料施設の利用料金は、別表第６の ２ 有料施設の利用料金は、別表第５の

とおりとする。 とおりとする。

５ 前各項の利用料金の収受方法は、規 ３ 前２項の利用料金の収受方法は、規

則の定めるところによる。 則の定めるところによる。

６ 略 ４ 略
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７ 第１９条及び第２０条の規定は、指 ５ 第１９条及び第２０条の規定は、指

定管理者が物件を設けない占用を許可 定管理者が

し、利用料金を収受する場合又は有料 有料

施設の使用を承認し、利用料金を収受 施設の使用を承認し、利用料金を収受

する場合について準用する。この場合 する場合について準用する。この場合

において、第１９条中「区長」とある において、第１９条中「区長」とある

のは「指定管理者」と、「使用料又は のは「指定管理者」と、「使用料又は

占用料（以下「使用料等」とい 占用料（以下「使用料等」とい

う。）」とあるのは「利用料金」と、 う。）」とあるのは「利用料金」と、

第２０条中「使用料等」とあるのは 第２０条中「使用料等」とあるのは

「利用料金」と、同条ただし書中「区 「利用料金」と、同条ただし書中「区

長」とあるのは「指定管理者」と読み 長」とあるのは「指定管理者」と読み

替えるものとする。 替えるものとする。

第２条による改正（杉並区立公園条例の一部改正）

新 条 例 旧 条 例

（有料施設の使用料） （有料施設の使用料）

第１７条 有料施設（別表第６又は別表 第１７条 有料施設（別表第６

第７に規定する施設を除く。）の使用 に規定する施設を除く。）の使用

料は、別表第４のとおりとする。 料は、別表第４のとおりとする。

２ 略 ２ 略

（指定管理者の指定の取消し等） （指定管理者の指定の取消し等）

第２１条の９ 略 第２１条の９ 略

２ 前項の規定により指定管理者の指定 ２ 前項の規定により指定管理者の指定

を取り消し、又は期間を定めて管理の を取り消し、又は期間を定めて管理の

業務の全部若しくは一部（利用料金の 業務の全部若しくは一部（利用料金の

収受を含む場合に限る。）の停止を命 収受を含む場合に限る。）の停止を命

じた場合等で、区長が臨時に都市公園 じた場合等で、区長が臨時に都市公園
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資 料 １

の管理運営を行うときに限り、新たに の管理運営を行うときに限り、新たに

指定管理者を指定し、又は当該停止の 指定管理者を指定し、又は当該停止の

期間が終了するまでの間、区長は、別 期間が終了するまでの間、区長は、別

表第５に定める額の範囲内において区 表第５に定める額の範囲内において区

長が定める占用料を徴収し、及び別表 長が定める占用料を徴収し、及び別表

第６又は別表第７に定める額の範囲内 第６ に定める額の範囲内

において区長が定める使用料を徴収す において区長が定める使用料を徴収す

る。 る。

３ 略 ３ 略

（利用料金等） （利用料金等）

第２１条の１３ 略 第２１条の１３ 略

２ 略 ２ 略

３ 有料施設（別表第６に規定する施設 ３ 有料施設（別表第６に規定する施設

に限る。次項 において同じ。） に限る。以下この条において同じ。）

に係る使用の承認を受けた者は、指定 に係る使用の承認を受けた者は、指定

管理者に利用料金を納付しなければな 管理者に利用料金を納付しなければな

らない。 らない。

４ 略 ４ 略

５ 有料施設（別表第７に規定する施設

に限る。）を観覧しようとする者は、

同表に定める額の範囲内において、あ

らかじめ区長の承認を得て、指定管理

者が定める利用料金を納付しなければ

ならない。

６ 略 ５ 略

７ 略 ６ 略

８ 第１９条及び第２０条の規定は、指 ７ 第１９条及び第２０条の規定は、指

定管理者が物件を設けない占用を許可 定管理者が物件を設けない占用を許可

し、利用料金を収受する場合又は有料 し、利用料金を収受する場合又は有料
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施設（別表第６又は別表第７に規定す 施設

る施設に限る。）の使用を承認し、利 の使用を承認し、利

用料金を収受する場合について準用す 用料金を収受する場合について準用す

る。この場合において、第１９条中 る。この場合において、第１９条中

「区長」とあるのは「指定管理者」 「区長」とあるのは「指定管理者」

と、「使用料又は占用料（以下「使用 と、「使用料又は占用料（以下「使用

料等」という。）」とあるのは「利用 料等」という。）」とあるのは「利用

料金」と、第２０条中「使用料等」と 料金」と、第２０条中「使用料等」と

あるのは「利用料金」と、同条ただし あるのは「利用料金」と、同条ただし

書中「区長」とあるのは「指定管理 書中「区長」とあるのは「指定管理

者」と読み替えるものとする。 者」と読み替えるものとする。



 
資料２ 

案 内 図 

 

杉並区立荻外荘公園 

所在地 杉並区荻窪二丁目４３番３６号 
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凡例

杉並区立荻外荘公園　平面図

資料４

荻外荘　１階平面図
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